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２８ 職場適応訓練費 

求職者に対して、実際の職場での業務に係る作業について訓練を行う職場適応訓練を実

施した事業主に対して支給するものであり、求職者が作業環境に適応することを容易にし、

雇用に結びつけることを目的としています。  

 

 

対象となる措置 

職場適応訓練費は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の１の職場適応訓練の対象者に

対し２の職場適応訓練を行った場合に受給することができます。 

１ 職場適応訓練の対象者 

  職場適応訓練の対象者は、雇用保険の受給資格者等であって、職場適応訓練を受けることが適当であ

るとハローワーク所長が認める者です。 

２ 職場適応訓練の概要 

  求職者を作業環境に適応させることを目的とした訓練であり、次の２種類からなります。 

（１）一般の職場適応訓練（※１） 

    一般の事業所を対象に、当該事業所の業務に係る訓練を通じて、事業所での作業環境への適応を

容易にさせることを目的として実施するものであり、あわせて、訓練終了後に訓練を行った事業所

での雇用も期待します。 

    訓練期間は６か月以内（中小企業及び重度の障害者の場合は１年以内）です。 

※１ 訓練は、準備訓練と実務訓練からなります。準備訓練では、作業に対する関心および理解を高めさせる

ことを目的に、事業および勤務に関する知識を訓練生に付与し、実務訓練に向けた準備を行います。実務

訓練では、訓練生が従事する職務についての作業手順等を習得させ他の労働者とともに作業できる能力を

与えることを目的に、従事する職務についての基本実習や、基本実習で習得した作業を基礎として応用作

業を行う応用実習を行います。 

（２）短期の職場適応訓練（職場実習） 

    ハローワークに求人の申込みをしている事業所を対象に、当該事業所に雇用された場合、実際に

従事することとなる仕事を経験させることにより、訓練受講者の就業への自信の付与等を通じ、当

該事業所の作業環境への適応を容易にさせることを目的として実施するものです。 

    訓練期間は２週間（重度の障害者の場合は４週間）以内です。 

 

対象となる事業主 

職場適応訓練は、都道府県労働局が、次の１～５のすべてに該当する事業主に委託して行います。 

１ 職場適応訓練を行う設備があること。 

２ 指導員としての適当な従業員がいること。 

３ 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入し、またはこれらと同様の職員共

済制度を保有していること。 

４ 労働基準法および労働安全衛生法その他の法律の定める安全衛生その他の作業条件が整備されている

こと。 

５ 職場適応訓練修了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること。 
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支給額 

１ 事業主への支給額 

職場適応訓練費は、事業主が職場適応訓練の対象者に職場適応訓練を実施した場合に、訓練の種類に

応じて対象者１人あたり、下表の額が支給されます。 

職場適応訓練の対象者 一般の職場適応訓練（月額） 短期の職場適応訓練（日額） 

重度の障害者以外 ２４，０００円 ９６０円 

重度の障害者 ２５，０００円 １，０００円 

 

２ 訓練の対象者には、雇用保険の失業等給付が支給されます。 

 

受給手続 

訓練の実施および職場適応訓練費の受給手続については次の順に手続きをしてください。なお、手続き

の詳細については、最寄りの労働局またはハローワークにお問い合わせください。 

１ 訓練実施の調整 

ハローワークが、事業主および訓練の対象者に対して、訓練の実施に向けての調整を行います。 

２ 労働局と委託契約を締結 

  １の調整の結果、訓練の実施について、労働局長から委託の申入れを受けた事業主は、「職場適応訓練

受託書」により、訓練実施計画内容等を労働局に提出した上で、労働局と委託契約を締結します。 

３ 訓練の実施 

   委託契約に基づき訓練を実施します。 

４ 職場適応訓練費の請求 

   訓練実施終了後、「職場適応訓練実績報告書」、「職場適応訓練費請求書」および必要書類を労働局に

提出します。それらの書類を労働局が確認後、職場適応訓練費が支給されます。 

 

利用にあたっての注意点 

１ 雇用保険の受給資格者等以外であっても、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母等、中国残留邦人

等永住帰国者等などに対し、職場適応訓練を行うことができる場合があります。これらの者を対象とし

て職場適応訓練を実施する場合、都道府県が事業主に委託して行うこととなります。 

２ 訓練中の怪我等の補償のために、国が保険料を負担して、労災保険特別加入制度に加入します。 

３ 職場適応訓練費の受給にあたっては、本パンフレット７～９ページの「各雇用関係助成金に共通の要

件等」の適用は受けませんが、その他各種要件がありますので、詳しくは最寄りの労働局またはハロー

ワークへお問い合わせください。 


